
（別紙 1） 

おひな様 寄贈にあたっての誓約書 

 

１．寄贈後に返却の申立て等は行いません 

２．おひな様の取扱い（展示方法・場所、劣化時の処分等）につきましては、久

万高原町ひなまつり運営委員会に一任し、一切の苦情申立てや賠償請求など

を将来にわたって行いません。 

３．おひな様は、無償で提供します。 

 

上記事項について誓約し、おひな様を寄贈します。 

年  月  日    

 

久万高原町ひなまつり運営委員長 様 

 

寄贈者 

       〒         住所                  

氏名              


